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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について  

 

このことについて、令和 2 年 4 月 3 日付け事務連絡をもって、農林水

産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐から、別添のとおり通知が

ありました。  

このたびの通知は、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

（令和 2 年農林水産省令第 31 号）が公布・施行されたことを受けて、

①グラピプラントを有効成分とする製剤が指定医薬品及び要指定医薬品

に指定されたこと、②塩化ジデシルジメチルアンモニウム及びその製材

（塩化ジデシルジメチルアンモニウム 50 パーセント以下を含有するも

のを除く。）が劇薬に指定されたことの周知を依頼されたものです。  

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。  

 

本件の問合わせ先  

公益社団法人  

日本獣医師会事業担当：山本  

  TEL 03-3475-1601 














